
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３０年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成３０年４月１８日 ０３時２０分ごろ 

発生場所 富山県富山市水橋漁港北東沖 

 水橋港東防波堤灯台から真方位０３９°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４６.２′ 東経１３７°１８.７′） 

インシデントの概要  旅客船キラリンは、定置網に係留中、推進器に係留索が絡まり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年６月１５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 キラリン、１８トン 

 ２８１－３７６８５富山、滑川市 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、旅客３９人、ガイド３人を乗

せ、ほたるいか漁を見学する目的で、富山市水橋漁港沖に設置されて

いる‘見学船用係留設備のあるほたる
．．．

いか
．．

漁定置網’（以下「本件定

置網」という）に、見学船用係留索１本（以下「本件ロープ」とい

う。）を船首に係止して右舷側を這
は

わせた状態で船尾に係止し、余剰

分を甲板上に置いて係留した。 

船長は、ほたるいか漁の見学中、本船を更に本件定置網に近づけよ

うとして機関のクラッチを入れ、推進器を始動させたところ、甲板上

に置いていたはずの本件ロープが、船尾方の海中に落下していること

に気付き、本件ロープを引き揚げようとしたもののできなかったの

で、本件ロープが推進器に絡まったことを知った。 

船長は、ほたるいか漁の漁船に協力を依頼して本件ロープの切断を

試みるとともに、僚船に旅客等を移乗させる目的で来援要請を行っ

た。 

僚船は、本件定置網付近に到着して本船に横着けし、旅客等を移乗

させて富山県滑川市滑川漁港に戻った。 

本船は、本件ロープを切断して自力で滑川漁港に戻った。 

分析  本船は、本件定置網に係留中、船長が甲板上に置いていた本件ロー

プが海中に落下していることに気付かずに推進器を始動させたことか

ら、本件ロープが推進器に絡んで主機の運転ができなくなり、運航不



 

能となったものと考えられる。  

原因  本インシデントは、夜間、本船が、本件定置網に係留中、船長が甲

板上に置いていた本件ロープが海中に落下していることに気付かずに

推進器を始動させたため、本件ロープが推進器に絡んで主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関を使用するときは、推進器付近の海面に浮遊物がないかを十

分に確認すること。 

 ・係留用のロープが確実に甲板上にあることを確認すること。 
 


